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○諫早市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程  

平成１７年８月１７日  

告示第１１６号  

改正  平成１８年６月１６日告示第１００号  

平成１９年６月 １５日告示第１１７号  

平成２０年７月４日告示第１００号  

平成２１年６月５日告示第９５号  

平成２２年６月４日告示第９２号  

平成２３年６月９日告示第９１号  

平成２４年６月２６日告示第１０６号  

平成２５年６月１７日告示第６３号  

平成２６年５月２１日告示第７１号  

平成２７年７月７日告示第１０３号  

平成２７年１２月４日告示第１３５号  

平成２８年７月１９日告示第９５号  

（目的）  

第１条  市は、幼稚園教育の振興に資するため、就園奨励事業を行

う私立幼稚園の設置者（以下「設置者」という。）に対し、私立

幼稚園就園奨励費補助金（ 以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付については、諫早市補助金等交付規則（平成

１７年規則第５３号。以下「規則」という。）及びこの規程の定

めるところによる。  

（定義）  

第２条  この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

(1) 幼児  満３歳から小学校就学の始期に達するまでの者をい

う。  

(2) 世帯  生計を一にしている者の集まりをいう。  

(3) 保育料等  私立幼稚園の入園料及び保育料をいう。  

(4) 就園奨励事業  設置者が私立幼稚園に就園する幼児の保護
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者の経済的負担を軽減し、就園を奨励するため保育料等の減免

措置を行う事業をいう。  

(5) 被監護者等  保護者と生計を一にする者で次のいずれかに

該当する者をいう。  

ア  保護者に監護される者  

イ  保護者に監護されていた者  

ウ  保護者又はその配偶者の直系卑属（ア及びイを除く。）  

（平２８告示９５・一部改正）  

（補助対象経費等）  

第３条  補助金の交付の対象となる経費は、設置者が次の各号の区

分に応じ、当該各号に定める表の左欄に掲げる幼児の属する 世帯

の所得の状況による区分ごとに、同表の右欄に掲げる減免限度額

の範囲内で幼児ご とに行う保育料等の減免措置に係る減免額の合

計額とし、補助額は、当該減免額の合計額に相当する額とする。

この場合において、第１号に該当する場合の減免限度額は、同号

の表又は第２号の表のそれぞれの規定により算定した額のうちい

ずれか多い額とする。  

(1) 幼児の属する世帯に小学校１年生から３年生までの兄又は

姉を有する場合  

幼児の属する世帯の

所得の状況による区

分  

減免限度額  

第２子  第３子以降  

小学校１年生から３年

生までの兄又は姉を１

人有しており、就園し

ている場合の最年長者  

小学校１年生から３

年生までの兄又は姉

を１人有しており、同

一世帯から２人以上

就園している場合の

左以外の園児及び小

学校１年生から３年

生までに兄又は姉を
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２人以上有している

場合  

生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）の

規定による保護を受

けている世帯  

年額  ３０８，０００

円  

年額  ３０８，０００

円  

就園奨励事業を行う

年度（以下「事業年度」

という。）に納付すべ

き市町村民税が非課

税となる世帯又は事

業年度に納付すべき

市町村民税の所得割

が非課税となる世帯  

年額  ２９０，０００

円  

年額  ３０８，０００

円  

事業年度に納付すべ

き市町村民税の所得

割課税額の合計額（幼

児と同一世帯に属し

て生計を一にしてい

る父母及びそれ以外

の扶養義務者（家計の

主宰者である場合に

限る。）のうち市町村

民税が課税されてい

るすべての者に係る

市町村民税の所得割

の合計額をいう。以下

同じ。）が、７７，１

００円（以下「第１基

年額  ２１１，０００

円  

年額  ３０８，０００

円  
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準額」という。）以下

の世帯  

事業年度に納付すべ

き市町村民税の所得

割課税額の合計額が、

第１基準額を超え、２

１１，２００円（以下

「第２基準額」とい

う。）以下の世帯  

年額  １８５，０００

円  

年額  ３０８，０００

円  

上記区分以外の世帯  年額  １５４，０００

円  

年額  ３０８，０００

円  

(2) 前号に掲げる場合以外の場合  

幼児の属する世帯の

所得の状況による区

分  

減免限度額  

第１子  第２子  第３子以降  

１人就園の場

合又は同一世

帯から２人以

上就園してい

る場合の最年

長者  

同一世帯から

２人以上就園

している場合

の次年長者  

同一世帯から

３人以上就園

している場合

の左以外の幼

児  

生活保護法の規定に

よる保護を受けてい

る世帯  

年額  ３０８，

０００円  

年額  ３０８，

０００円  

年額  ３０８，

０００円  

事業年度に納付すべ

き市町村民税が非課

税となる世帯又は事

業年度に納付すべき

市町村民税の所得割

が非課税となる世帯  

年額  ２７２，

０００円  

年額  ２９０，

０００円  

年額  ３０８，

０００円  
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事業年度に納付すべ

き市町村民税の所得

割課税額の合計額が

第１基準額以下の世

帯  

年額  １１５，

２００円  

年額  ２１１，

０００円  

年額  ３０８，

０００円  

事業年度に納付すべ

き市町村民税の所得

割課税額の合計額が

第１基準額を超え第

２基準額以下の世帯  

年額  ６２，２

００円  

年額  １８５，

０００円  

年額  ３０８，

０００円  

上記区分以外の世帯   年額  １５４，

０００円  

年額  ３０８，

０００円  

２  前項の所得割課税額は、住宅借入金等特別税額控除の適用があ

る場合は、その適用前の額とする。  

３  年度の中途に入園又は退園した幼児に係る減免限度額は、第１

項の表の右欄に掲げる年額を１５で除し、その額に当該幼児の在

園月数に３を加えた数を乗じて得た額（その額に１００円未満の

端数があるときは、これを四捨五入して得た額）とする。  

（平１８告示１００・平１９告示１１７・平２０告示１０

０・平２１告示９５・平２２告示９２・平２３告示９１・平

２４告示１０６・平２５告示６３・平２６告示７１・平２７

告示１０３・平２８告示９ ５・一部改正）  

第３条の２  前条の規定にかかわらず、幼児の属する 世帯が次の各

号のいずれかに該当する場合の減免限度額は、次の表の左欄に掲

げる幼児の属する 世帯の状況による区分ごとに、同表の右欄に掲

げる額とする。  

(1) ひとり親世帯等であって、事業年度に納付すべき市町村民税

が非課税となる 世帯又は事業年度に納付すべき 市町村民税の所

得割が非課税となる世帯  

(2) ひとり親世帯等であって、事業年度に納付すべき市町村民税
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の所得割課税額の合計額が７７，１００円以下の 世帯  

(3) 事業年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯又は

事業年度に納付すべき 市町村民税の所得割が非課税となる 世帯  

(4) 事業年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額の合計額

が７７，１００円以下の世帯  

幼児の属する世帯の状

況による区分  

減免限度額（年額）  

第１子  第２子  第３子以降  

生活保護法の規定によ

る保護を受けている 世

帯  

３０８，００

０円  

３０８，００

０円  

３０８，０００

円  

事業年度に納

付すべき市町

村民税が非課

税となる世帯

又は事業年度

に納付すべき

市町村民税の

所得割が非課

税の世帯  

ひとり

親世帯

等  

３０８，００

０円  

３０８，００

０円  

３０８，０００

円  

ひとり

親世帯

等以外  

２７２，００

０円  

２９０，００

０円  

３０８，０００

円  

事業年度に納

付すべき市町

村民税の所得

割課税額の合

計額が７７，

１００円以下

の世帯  

ひとり

親世帯

等  

２１７，００

０円  

３０８，００

０円  

３０８，０００

円  

ひとり

親世帯

等以外  

１１５，２０

０円  

２１１，００

０円  

３０８，０００

円  

２  前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。  

(1) ひとり親世帯等  保護者又は保護者と同一の世帯に属する

者が次のいずれかに該当する 世帯をいう。  
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ア  生活保護法第６条第２項に規定する要保護者（以下「要保

護者」という。）  

イ  母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）による配偶者のない者で現に児童を扶養している者  

ウ  身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条

第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の

者に限る。）  

エ  療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１

５６号）の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅の者に

限る。）  

オ  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条第２項の規 定により精神障害者保健福

祉手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）  

カ  特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅

の者に限る。）  

キ  国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年

金の障害基礎年金の受給者その他適当な者（在宅の者に限る。） 

ク  その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認め

る者  

(2) 第１子  幼児の属する 世帯に被監護者等が１人のみの場合

において就園している幼児又は被監護者等が２人以上の場合に

おいて全員が就園している場合の最年長者  

(3) 第２子  幼児の属する 世帯の被監護者等のうち就園してい

る幼児以外の者であって当該幼児より年長である者が１人のみ

の場合において就園している最年長者又は被監護者等が２人の

場合において２人共に就園している場合の最年長者以外の幼児  

(4) 第３子以降  幼児の属する世帯の被監護者等のうち就園し

ている幼児以外の者であって当該幼児より年長である者が１人

のみの場合において就園している幼児のうち最年長者以外の幼
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児又は被監護者等のうち就園している幼児以外の者であって当

該幼児より年長である者が２人以上の場 合において就園してい

る幼児  

（平２８告示９５・全改）  

（交付の申請）  

第４条  補助金の交付を受けようとする設置者は、補助金（変更）

交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添えて市長に提出しなければならない。  

(1) 事業計画書（様式第２号）  

(2) 事業計画明細書（様式第３号）  

(3) 保育料等減免措置に関する幼児世帯票（様式第４号）  

(4) 保育料等の額を明らかにした書類  

(5) その他市長が必要と認める書類  

２  前項第３号に掲げる世帯票には、減免措置を行う幼児の属する

世帯の事業年度の市町村民税の課税若しくは非課税の証明書又は

市町村民税の納税通知書の写しを添付するものとする。ただし、

生活保護法の規定による保護を受けている 世帯にあっては、当該

世帯に対して保護を実施する福祉事務所の長が発行した証明書を

これに代えることができる。  

（申請書の提出期限）  

第５条  申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとする。  

（平２４告示１０６・一部改正）  

（交付の条件）  

第６条  規則第６条の規定による条件は、保育料等の減免を行った

ことを明らかにした書類（様式第５号）を事業年度の翌年度から

起算して５年間保管することとする。  

（実績報告書に添付すべき書類）  

第７条  規則第１４条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、

次のとおりとする。  

(1) 実績報告書（様式第６号）  
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(2) 事業実績明細書（様式第３号）  

(3) その他市長が必要と認める書類  

（実績報告書の提出期限）  

第８条  規則第１４条の規定による実績報告書の提出期限は、補助

事業が完了した日から３０日を経過した日又は３月３１日のいず

れか早い日とする。  

（平２３告示９１・平２４告示１０６・一部改正）  

（補助金の交付）  

第９条  補助金は、概算払の方法により 交付することができる。  

（平２７告示１０３・一部改正）  

附  則  

この規程は、平成１７年８月１７日から施行し、平成１７年度の

就園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成１８年告示第１００号）  

この規程は、平成１８年６月１６日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成１８年度の就

園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成１９年告示第１１７号）  

この規程は、平成１９年６月１５日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成１９年度の就

園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２０年告示第１００号）  

この規程は、平成２０年７月４日から施行し、改正後の諫早市私

立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２０年度の就園

奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２１年告示第９５号）  

この規程は、平成２１年６月５日から施行し、改正後の諫早市私

立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２１年度の就園

奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２２年告示第９２号）  
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この規程は、平成２２年６月４日から施行し、改正後の諫早市私

立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２２年度の就園

奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２３年告示第９１号）  

この規程は、平成２３年６月９日から施行し、改正後の諫早市私

立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２３年度の就園

奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２４年告示第１０６号）  

この規程は、平成２４年６月２６日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２４年度の就

園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２５年告示第６３号）  

この規程は、平成２５年６月１７日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２５年度の就

園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２６年告示第７１号）  

この規程は、平成２６年５月２１日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２６年度の就

園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２７年告示第１０３号）  

この規程は、平成２７年７月７日から施行し、改正後の諫早市私

立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２７年度の就園

奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２７年告示第１３５号）  

この規程は、平成２７年１２月４日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２７年度の就

園奨励事業に係る補助金から適用する。  

附  則（平成２８年告示第９５号）  

この規程は、平成２８年７月１９日から施行し、改正後の諫早市

私立幼稚園就園奨励費補助金交付規程の規定は、平成２８年度の就
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園奨励事業に係る補助金から適用する。  



12/19 

 



13/19 

 



14/19 

 



15/19 

 



16/19 

 



17/19 

 



18/19 

 



19/19 

様式第１号（第４条関係）  

様式第２号（第４条関係）  

（平２２告示９２・一部改正）  

様式第３号（第４条・第７条関係）  

様式第４号（第４条関係）  

（平２０告示１００・一部改正）  

様式第５号（第６条関係）  

様式第６号（第７条関係）  

（平２２告示９２・一部改正）  

 


